
今後の検討体制（部会の設置）について

推進会議 プランの推進方策についての検討やこれまでの取組等についての評価・検証を行い、プラン２１（第三次）
の進捗管理を実施する。

施策検討部会

評価・策定部会
（３部会）

今後の具体的施策を検討するため、「施策検討部会」を設置する。部会においては、生活習慣改善に係る
普及啓発・環境整備のほか、地域・職域連携に関する事項についてもあわせて検討する。

プラン２１（第二次）の最終評価を実施し、次期計画（第三次）策定に関して議論を行ったため、令和５年
度末をもって３つの部会を廃止する。

東京都健康推進プラン２１（第三次）の推進に向け、推進会議に設置する部会について、以下のとおり再編する。

資料４−１

○ 計画の推進方策に関すること ○ 計画の推進方策に関すること

○ 計画の策定（基本的な方向及び目標・評価指標の設定）に関すること ○ 計画の策定（基本的な方向及び目標・評価指標の設定）に関すること

○ 計画の目標指標達成状況に係る調査及び評価・検証に関すること ○ 計画の目標指標達成状況に係る調査及び評価・検証に関すること

○ 計画の推進主体の協力・連携体制に関すること ○ 計画の推進主体の協力・連携体制に関すること

○ その他推進会議の目的を達成するために局⾧が必要と認める事項に関すること ○ その他推進会議の目的を達成するために局⾧が必要と認める事項に関すること

○領域３(ライフステージを通じた健康づくりと社会環境整備)における、

 具体的な最終評価・次期計画策定

 ・プラン２１(第二次)の指標及び施策の最終評価

 ・次期計画の策定に係る具体的な検討

○計画の推進に係る具体的な施策の検討
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○ プラン２１（第三次）の推進に係る具体的施策の検討

 ・今後の推進方策に関する事項

 ・生活習慣改善に係る普及啓発・環境整備等に関する事項

 ・地域・職域連携に関する事項

○総合目標・領域１(主な生活習慣病の発症・重症化予防)における、具体的な

 最終評価・次期計画策定

 ・プラン２１(第二次)の指標及び施策の最終評価

 ・次期計画の策定に係る具体的な検討

○計画の推進に係る具体的な施策の検討

○領域２(生活習慣の改善)における、具体的な最終評価・次期計画策定

 ・プラン２１(第二次)の指標及び施策の最終評価

 ・次期計画の策定に係る具体的な検討

○計画の推進に係る具体的な施策の検討
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